
令和８年度 

高等学校  転入学・編入学 生徒募集要項 

 

                                         広島大学附属高等学校            

                                         広島市南区翠一丁目１番１号（〒734-0005）  

                                         TEL 082-251-0192（代表） FAX 082-252-0725 

 

  令和８年度から本校に転入学・編入学する生徒を、次のとおり募集します。 

 

１ 募集人員     

第３学年   若干名（第２学年の生徒の募集はありません） 

 

２ 応募資格     

下記の(1)～(4)の各項をすべて満たす者とします。 

(1) 高等学校全日制課程普通科または中等教育学校後期課程普通科に在籍し、令和８年４月に第３学年

に進級予定の者。または、海外の学校（日本の高等学校と同程度の学校）に在籍し、令和７年４月

１日から令和８年３月31日の間に日本の高等学校の第２学年に相当する学年を修了、もしくは修了

見込みの者。単位制高等学校の場合は、本校の教育課程に対応できる教科・科目の単位を修得して

いる者（修得見込みも含む）。 

(2) 保護者が令和７年７月１日から令和８年６月30日の間に転勤し、転勤に伴う一家転住のため転校せ

ざるをえない者 

(3) 保護者と共に本校の通学区域内に住所の移転が転入学・編入学の日までに確実に行われる者 

(4) 過去に本校の入学検査または転入学・編入学検査を受検したことのない者 

 

３ 応募手続き   

在籍している学校を通じて本校副校長あてに連絡し、応募資格の確認を受けてください。ただし、海外

の学校に在籍している場合は、保護者からの連絡も受け付けます。応募資格の確認ができましたら、必

要書類を送付します。下記の(1)～(8)をレターパックプラス（600 円）で５に示す住所へ郵送してく

ださい。必ず「ご依頼主様保管用シール」を家庭で保管し、郵便追跡サービスを利用して配送の完了を

確認してください。なお、出願書類の持参は受け付けません。 

(1)  転入学願書または編入学願書・受検票（本校所定のもの） 

(2)  居住確約書（本校所定のもの） 

(3)  転勤（内定）を証明する書類 

(4)  転学照会書（在籍学校長が発行したもの） 

(5)  在学証明書（在籍学校長が発行したもの） 

(6)  成績証明書および単位修得証明書（在籍学校長が発行したもの） 

(7)  入学検定料振込証明書（※検定料(9,800円)は所定の振込依頼書を用いて振り込んでください） 

(8)  受検票送付用返信用封筒（宛名を書き、320円分の切手を貼付したもの） 

 

４ 出願期間   

令和８年２月18日（水）～２月19日（木）（２月19日までの消印有効） 

  



５ 出願先 

〒734-0005  広島市南区翠一丁目１番１号   広島大学附属高等学校  教務部 

  

    ※受付が済み次第、受検票を返送します。３月５日（木）になっても届かない場合は、電話でご連絡く

ださい（本校教務部：082-251-9858）。ただし、海外の学校に在籍している場合は、郵便事情によ

り配達に時間がかかる場合もありますので別途対応いたします。 

 

６ 選考方法 

国語、数学、英語の学力検査および面接を行い、総合的に判定します。 

 

７ 検査日程   

令和８年３月16日（月） 

８：40         受付     

９：00 ～ 11：50   学力検査（国語、数学、英語）  

12：00 ～       面接 

 

８ 合格者発表   

令和８年３月16日（月）16時   

    合否の結果は事務室前に掲示します。 

 

９ 入学手続 

  合格者は、令和８年３月16日（月）16時過ぎより入学手続きのための説明会がありますので参加して

ください。なお、応募資格を満たしていないことが判明した場合は、合格者発表後であっても合格を取

り消します。 

 

注意事項 

(1)  検査場は公開しません。上履きは必要ありません。 

(2)  転入学・編入学検査に関する問い合わせは、本校教務部へお願いします。 

(3)  付添人の控え室はありません。 

 

 

転入学・編入学検査を通じて取得した個人情報（氏名、生年月日、性別、その他の個人情報）は、 

転入学・編入学の選考及び合格通知並びに転入学・編入学手続を行うために利用します。合格者 

の入学後は、学校運営に係る業務及び生徒支援関係業務を行う目的をもって本校が管理します。 

他の目的での利用及び本校の関係教職員以外への提供は原則として行いません。 

 


